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生
活
保
護
医
療
扶
助
運
営
要
領
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
年
四
月
一
日
付
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知
「
『
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
運
営
要
領
に
つ
い
て
』

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
（
以
下
、
本
件
通
知
）
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

厚
生
労
働
省
が
、
平
成
二
十
年
一
月
に
同
年
二
月
八
日
を
回
答
期
限
と
し
て
、
各
自
治
体
担
当
者
に
要
請
し
た
一
ヶ
月
三

万
円
超
の
通
院
移
送
費
に
関
す
る
調
査
結
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
た
、
調
査
を
し
な
が
ら
未
だ
に
結
果
を
公
表
し
な

い
理
由
は
何
か
。
今
後
、
公
表
す
る
予
定
は
な
い
の
か
。

二

平
成
十
九
年
度
の
通
院
移
送
費
支
給
実
績
の
全
国
の
結
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
件
数
、
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

三

平
成
二
十
年
四
月
分
の
通
院
移
送
費
支
給
実
績
の
全
国
の
結
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
件
数
、
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

四

五
月
十
五
日
の
民
主
党
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
厚
生
労
働
省
が
配
布
し
た
資
料
「
生
活
保
護
に
お
け
る
医
療
扶
助
の
移
送
費
の
見

直
し
」
に
あ
る
「
医
療
扶
助
人
員
（
入
院
外
）
一
人
あ
た
り
移
送
費
、
年
間
約
四
〇
〇
〇
円
」
の
記
載
の
具
体
的
な
根
拠
は

何
か
。
計
算
式
を
示
さ
れ
た
い
。

一



五

本
件
通
知
「
一
般
的
給
付
」
は
「
国
民
健
康
保
険
の
例
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
直
近
の

被
保
険
者
数
、
同
保
険
全
体
の
支
給
実
績
（
件
数
、
支
給
総
額
）
、
本
件
通
知
の
一
般
的
給
付
で
援
用
さ
れ
て
い
る
四
つ
の

場
合
の
各
支
給
実
績
（
件
数
、
支
給
総
額
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
ア
）
に
お
け
る
「
身
体
的
障
害
等
」
の
「
等
」
に
は
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
、
疾
患
等

に
よ
り
、
移
動
困
難
な
傷
病
者
等
が
含
ま
れ
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
仮
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
身
体
障
害
な
ど
の
障

害
者
手
帳
を
取
得
し
て
い
る
者
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
通
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

七

六
に
お
い
て
、
（
ア
）
で
電
車
、
バ
ス
等
を
利
用
し
て
い
る
者
を
除
外
し
た
理
由
は
何
か
。

八

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
イ
）
に
つ
い
て
、
「
へ
き
地
等
」
の
定
義
お
よ
び
範
囲
を
示
さ
れ
た
い
。

九

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
イ
）
に
つ
い
て
、
東
京
二
十
三
区
で
あ
っ
て
も
「
交
通
費
の
負
担
が
高
額
」
で
あ
れ
ば
、

「
へ
き
地
等
」
に
含
ま
れ
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

十

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
イ
）
に
つ
い
て
、
「
高
額
」
の
基
準
額
を
示
さ
れ
た
い
。
示
せ
な
い
場
合
、
そ
の
理
由
は

何
か
。

十
一

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
イ
）
に
つ
い
て
、
「
高
額
」
の
定
義
を
示
さ
ず
、
「
各
地
の
実
情
に
応
じ
て
各
実
施
機

二



関
が
判
断
す
る
」
と
い
う
場
合
、
「
各
実
施
機
関
」
は
ど
の
よ
う
な
統
計
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
「
高
額
」
と
判
断
す
る
の

か
。
そ
の
統
計
デ
ー
タ
の
名
称
を
具
体
的
に
教
示
さ
れ
た
い
。

十
二

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
イ
）
に
つ
い
て
、
「
高
額
」
の
定
義
を
示
さ
ず
、
「
各
地
の
実
情
に
応
じ
て
各
実
施
機

関
が
判
断
す
る
」
と
い
う
場
合
で
、
か
つ
、
準
拠
す
べ
き
統
計
デ
ー
タ
の
具
体
的
名
称
も
示
さ
な
い
場
合
、
「
各
実
施
機
関

が
『
高
額
』
と
考
え
る
も
の
が
『
高
額
』
」
と
い
う
結
論
に
な
る
が
、
そ
れ
で
「
移
送
費
の
給
付
範
囲
の
明
確
化
」
を
果
た

し
た
と
考
え
る
の
か
。

十
三

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
イ
）
に
つ
い
て
、
「
高
額
」
の
定
義
を
示
さ
ず
、
「
各
地
の
実
情
に
応
じ
て
各
実
施
機

関
が
判
断
す
る
」
と
い
う
場
合
で
、
か
つ
、
準
拠
す
べ
き
統
計
デ
ー
タ
の
具
体
的
名
称
も
示
さ
な
い
場
合
、
「
各
実
施
機
関

が
『
高
額
』
と
考
え
る
も
の
が
『
高
額
』
」
と
い
う
結
論
に
な
る
が
、
そ
れ
で
「
移
送
費
の
給
付
範
囲
の
明
確
化
」
を
果
た

し
た
と
考
え
る
場
合
、
仮
に
東
京
都
新
宿
区
が
「
高
額
」
を
一
万
円
超
と
定
義
し
、
東
京
都
渋
谷
区
が
「
高
額
」
を
五
千
円

超
と
定
義
し
た
場
合
、
政
府
は
そ
れ
を
「
適
正
」
と
判
断
す
る
の
か
。
「
適
正
で
な
い
」
と
判
断
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
根

拠
は
何
か
。

十
四

本
件
通
知
「
例
外
的
給
付
」
（
イ
）
に
つ
い
て
、
「
高
額
」
の
定
義
を
示
さ
ず
、
「
各
地
の
実
情
に
応
じ
て
各
実
施
機

三



関
が
判
断
す
る
」
と
い
う
場
合
で
、
か
つ
、
準
拠
す
べ
き
統
計
デ
ー
タ
の
具
体
的
名
称
も
示
さ
な
い
場
合
、
各
実
施
機
関
か

ら
、
各
実
施
機
関
が
「
高
額
」
と
考
え
る
基
準
額
と
そ
の
根
拠
を
示
さ
せ
、
地
域
間
の
ば
ら
つ
き
を
調
整
す
る
必
要
が
生
じ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
そ
の
よ
う
な
措
置
を
取
っ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
教
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
で
政
府
と

し
て
の
責
任
を
果
た
し
た
と
考
え
る
の
か
。
考
え
る
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
を
教
示
さ
れ
た
い
。

十
五

三
月
二
十
七
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
の
担
当
者
は
「
基
準
を
厳
し
く
し
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
従
来
通
院
移
送
費
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が
、
本
件
通
知
の
実
施
に
よ
っ
て
、
そ
の

支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
態
は
起
こ
り
え
な
い
と
い
う
趣
旨
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
仮
に
、
そ
う
で
な
い
と
す

れ
ば
、
右
の
答
弁
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

十
六

仮
に
実
施
機
関
が
本
件
通
知
に
よ
っ
て
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
判
断
し
た
た
め
に
、
二
〇
〇
八
年
三
月
ま
で
通
院

移
送
費
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が
、
同
年
四
月
よ
り
通
院
移
送
費
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
治
療
が
受
け

ら
れ
ず
に
病
気
が
重
篤
化
す
る
事
案
や
、
あ
る
い
は
最
悪
の
場
合
、
死
亡
す
る
事
案
も
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
政
府
は
そ
の
よ
う
な
事
案
が
生
じ
る
可
能
性
の
有
無
を
調
査
し
て
い
る
の
か
。
調
査
し
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理

由
は
何
か
。

四



十
七

仮
に
実
施
機
関
が
本
件
通
知
に
よ
っ
て
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
判
断
し
た
た
め
に
、
二
〇
〇
八
年
三
月
ま
で
通
院

移
送
費
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が
、
同
年
四
月
よ
り
通
院
移
送
費
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
治
療
が
受
け

ら
れ
ず
に
病
気
が
重
篤
化
す
る
事
案
や
、
あ
る
い
は
最
悪
の
場
合
、
死
亡
す
る
事
案
も
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
際
の
主
た
る
責
任
は
厚
生
労
働
省
に
あ
る
の
か
、
各
実
施
機
関
に
あ
る
の
か
。

十
八

仮
に
実
施
機
関
が
本
件
通
知
に
よ
っ
て
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
判
断
し
た
た
め
に
、
二
〇
〇
八
年
三
月
ま
で
通
院

移
送
費
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
が
、
同
年
四
月
よ
り
通
院
移
送
費
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
治
療
が
受
け

ら
れ
ず
に
病
気
が
重
篤
化
す
る
事
案
や
、
あ
る
い
は
最
悪
の
場
合
、
死
亡
す
る
事
案
も
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
本
件
通
知
を
撤
回
す
る
つ
も
り
は
な
い
か
。
本
質
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本

件
通
知
の
実
施
を
強
行
し
て
、
結
果
と
し
て
前
記
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
と
考

え
る
が
い
か
が
か
。

十
九

治
療
を
要
す
る
被
保
護
者
が
通
院
を
行
う
こ
と
は
自
立
更
生
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
「
高
額
」
で
な
け
れ
ば
医
療

移
送
費
を
支
給
し
な
い
と
い
う
方
針
は
通
院
に
要
す
る
交
通
費
は
基
本
的
に
生
活
扶
助
費
に
含
ま
れ
る
と
の
考
え
方
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

五



二
十

十
九
に
お
い
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
治
療
の
た
め
の
断
酒
会
や
精
神
障
害
者
等
の
社
会
復
帰
相
談
事
業
を
活
用
す

る
際
は
自
立
更
生
に
必
要
か
つ
有
効
で
あ
れ
ば
所
要
の
金
額
が
高
額
で
な
く
て
も
交
通
費
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
の
整
合
性

は
ど
う
な
の
か
。

二
十
一

本
件
通
知
が
、
通
院
移
送
費
が
原
則
と
し
て
生
活
扶
助
費
に
含
ま
れ
る
と
の
解
釈
に
基
づ
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

従
来
の
実
務
運
用
や
厚
生
労
働
省
の
立
場
を
変
更
し
た
こ
と
と
な
る
が
、
か
か
る
解
釈
変
更
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
何
か
。

ま
た
、
生
活
扶
助
費
の
う
ち
幾
ら
が
通
院
移
送
費
相
当
部
分
と
な
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

六


